
 

 

 

 福井市では、中小企業者の新たな取り組みを応援するため、新製品や新技術、新サービスの開発に対し、研究開

発から製造、販路開拓までを対象に支援いたします。 

 

区分 連携事業枠 チャレンジ枠 

補 助 対 象 事 業 
地域産業への波及効果が見込まれる、新製

品、新技術、新サービスの開発 

事業継続や経営改善に向けた新製品・新サー

ビス・新技術の開発 

補助対象者 
福井市内中小企業者と嶺北市町内中小企

業者との連携体 
福井市内中小企業者 

補 助 限 度 額 
3００万円／年 

（最長２年間で最大６００万円） 
100万円 

補 助 期 間 最長２年間 １年間 

補 助 率 補助対象経費の２分の１以内 補助対象経費の３分の２以内 

補 助 対 象 経 費 

原材料費、外注加工費、委託費、市場調査費、広告宣伝費など 

※交付決定日以降に着手（発注等）した経費が補助対象となります。 

※連携体を構成する事業者間での取引は対象外です。 

※消費税及び地方消費税は対象外です。 

募 集 期 間 令和５年４月５日（水）～令和５年５月３１日（水）  

対 象 者 の決 定 
事業計画及びプレゼンテーションに基づき、選定評価委員会が審査します。 

プレゼンテーションの実施日等は、申請者に対し別途ご連絡いたします。 

申 請 方 法 等 

・申請書等の様式は、４月から公開のホームページからダウンロードできます。 

 （https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/hojo/shinjigyo.html） 

・ホームページの要件、注意点等を確認のうえ、申請してください。 

・申請される場合は、あらかじめ事前連絡の上ご持参ください。また、申請の際には事業内

容について説明できる方のご来庁をお願い致します。 

 

 

  
福井市 商工労働部 商工振興課 

〒９１０－０８５８ 

福井市手寄１丁目４－１ アオッサ５階 

TEL   ０７７６－２０－５３２５  FAX  ０７７６－２０－５３２３ 

E-mail  syoukou@city.fukui.lg.jp 

《お問合せ》 

 

令和 5 年度 

mailto:syoukou@city.fukui.lg.jp


支 援 の 流 れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②プレゼンテーション 

⑥交付決定 

⑧意見、アドバイス 

⑤交付申請 

⑦中間評価 

④認定 

⑥’次年度交付決定 

③選定・評価 

⑤’次年度交付申請 

①認定申請、 

 書面審査 

⑭補助金交付 

⑬交付請求 

⑫交付確定 

⑩意見、アドバイス 

⑨実績報告会 

（プレゼンテーション） 

⑪実績報告書提出 

次年度 

（連携事業枠に限る） 

※以降、⑦～⑭の流れで支援します。 

※随時 企業訪問等を行い、事業の進捗等に関するご意見、ご相談等をお伺

いいたします。 
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